
○ 五 泉 市 村 松 さ く ら ん ど 温 泉 及 び 農 村 環 境

改 善 セ ン タ ー 管 理 規 則  

平 成 1 8年 １ 月 １ 日  

規 則 第 1 3 0号  

改 正  平 成 2 1年 1 1月 3 0日 規 則 第 3 4号  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 規 則 は 、 五 泉 市 村 松 さ く ら ん ど 温 泉 及

び 農 村 環 境 改 善 セ ン タ ー 条 例 （ 平 成 1 8年 五 泉 市 条

例 第 1 2 8号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） 第 1 4条 の 規 定

に 基 づ き 、 五 泉 市 村 松 さ く ら ん ど 温 泉 （ 以 下 「 温

泉 」 と い う 。 ） 及 び 五 泉 市 村 松 農 村 環 境 改 善 セ ン

タ ー （ 以 下 「 改 善 セ ン タ ー 」 と い う 。 ） の 管 理 運

営 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 休 館 日 等 ）  

第 ２ 条  温 泉 及 び 改 善 セ ン タ ー の 休 館 日 及 び 開 館 時

間 は 、 次 の と お り と す る 。 た だ し 、 市 長 が 必 要 と

認 め た と き は 、 臨 時 に 休 館 し 、 又 は 休 館 日 及 び 開

館 時 間 を 変 更 す る こ と が で き る 。  

(１ )  休 館 日  毎 月 第 ２ 木 曜 日（ そ の 日 が 、国 民 の

祝 日 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 2 3年 法 律 第 1 7 8号 ） に 規



定 す る 休 日 に 当 た る と き は 、そ の 翌 日 ）、 1 2月 3 1

日 及 び １ 月 １ 日 と す る 。  

(２ )  開 館 時 間  午 前 ９ 時 3 0分 か ら 午 後 ９ 時 3 0分

ま で と す る 。  

（ 支 配 人 の 責 務 等 ）  

第 ３ 条  支 配 人 は 、 非 常 勤 と し 、 温 泉 及 び 改 善 セ ン

タ ー の 管 理 運 営 を 統 括 す る 。  

（ 支 配 人 の 委 嘱 ）  

第 ４ 条  支 配 人 は 、 市 長 が 委 嘱 す る 。  

２  支 配 人 の 任 期 は 、 ２ 年 と し 、 再 任 す る こ と を 妨

げ な い 。 た だ し 、 特 別 の 理 由 に よ り 任 期 中 で あ っ

て も そ の 職 を 解 く こ と が で き る 。  

（ 使 用 の 申 込 み ）  

第 ５ 条  改 善 セ ン タ ー の 使 用 許 可 を 受 け よ う と す る

者 は 、 五 泉 市 村 松 農 村 環 境 改 善 セ ン タ ー 使 用 許 可

申 請 書 （ 様 式 第 １ 号 ） を 事 前 に 市 長 に 提 出 し な け

れ ば な ら な い 。 た だ し 、 使 用 期 日 の ２ か 月 前 の も

の は 受 理 し な い 。  

（ 使 用 の 許 可 ）  

第 ６ 条  市 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 申 込 み が あ っ た



と き は 、 原 則 と し て 申 込 み の 順 序 に よ り 許 可 す る

も の と す る 。  

２  多 目 的 ホ ー ル を 除 く 各 室 を 利 用 す る 場 合 は 、 ５

人 以 上 と す る 。  

（ 使 用 許 可 書 ）  

第 ７ 条  使 用 の 許 可 は 、 五 泉 市 村 松 農 村 環 境 改 善 セ

ン タ ー 使 用 許 可 書 （ 様 式 第 ２ 号 ） の 交 付 を も っ て

行 う も の と す る 。  

２  使 用 許 可 を 受 け た 者 が 改 善 セ ン タ ー を 使 用 す る

と き は 、 前 項 の 使 用 許 可 書 を 係 員 に 提 示 し な け れ

ば な ら な い 。  

（ 使 用 の 変 更 又 は 取 消 し ）  

第 ８ 条  前 条 第 １ 項 の 許 可 を 受 け た 者 が 、 使 用 の 変

更 又 は 取 消 し を し よ う と す る と き は 、 五 泉 市 村 松

農 村 環 境 改 善 セ ン タ ー 使 用 変 更 ・ 取 消 願 （ 様 式 第

３ 号 ） を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 遵 守 事 項 ）  

第 ９ 条  温 泉 及 び 改 善 セ ン タ ー を 使 用 す る 者 は 、 次

に 掲 げ る 行 為 を し て は な ら な い 。  

(１ )  み だ り に 火 気 を 使 用 し 、又 は 危 険 の お そ れ の



あ る 行 為  

(２ )  許 可 を 受 け な い で 物 品 を 販 売 し 、又 は 陳 列 す

る こ と 。  

(３ )  許 可 を 受 け な い で 広 告 類 を 提 示 し 、又 は 配 布

す る こ と 。  

(４ )  他 人 の 迷 惑 と な る 行 為  

(５ )  管 理 上 不 適 当 な 行 為  

（ 読 替 規 定 等 ）  

第 1 0条  条 例 第 1 1条 の 規 定 に よ り 、 温 泉 及 び 改 善 セ

ン タ ー の 管 理 を 指 定 管 理 者 に 行 わ せ る 場 合 に お け

る 第 ２ 条 、 第 ４ 条 か ら 第 ６ 条 ま で 、 第 ８ 条 及 び 第

1 1条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、こ れ ら の 規 定 中「 市

長 」 と あ る の は 「 指 定 管 理 者 」 と 読 み 替 え る も の

と す る 。  

２  指 定 管 理 者 に 管 理 を 行 わ せ る 場 合 に お け る 第 ５

条 か ら 第 ９ 条 ま で の 規 定 に つ い て は 、 第 ５ 条 の 見

出 し 中 「 使 用 の 申 込 み 」 と あ る の は 「 利 用 の 申 込

み 」 と 、 同 条 中 「 使 用 許 可 」 と あ る の は 「 利 用 許

可 」 と 、 「 使 用 許 可 申 請 書 」 と あ る の は 「 利 用 許

可 申 請 書 」 と 、 「 使 用 期 日 」 と あ る の は 「 利 用 期



日 」 と 、 第 ６ 条 の 見 出 し 中 「 使 用 の 許 可 」 と あ る

の は 「 利 用 の 許 可 」 と 、 第 ７ 条 の 見 出 し 中 「 使 用

許 可 書 」 と あ る の は 「 利 用 許 可 書 」 と 、 同 条 中 「 使

用 の 許 可 」 と あ る の は 「 利 用 の 許 可 」 と 、 「 使 用

許 可 書 」 と あ る の は 「 利 用 許 可 書 」 と 、 「 使 用 許

可 」 と あ る の は 「 利 用 許 可 」 と 、 「 を 使 用 」 と あ

る の は 「 を 利 用 」 と 、 第 ８ 条 （ 見 出 し を 含 む 。 ）

中 「 使 用 の 変 更 」 と あ る の は 「 利 用 の 変 更 」 と 、

「 使 用 変 更 」 と あ る の は 「 利 用 変 更 」 と 、 第 ９ 条

中 「 改 善 セ ン タ ー を 使 用 」 と あ る の は 「 改 善 セ ン

タ ー を 利 用 」 と す る 。  

（ 補 則 ）  

第 1 1条  こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項

は 、 市 長 が 定 め る 。  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 平 成 1 8 年 １ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 日 の 前 日 ま で に 、 合 併 前 の 村

松 さ く ら ん ど 温 泉 及 び 村 松 町 農 村 環 境 改 善 セ ン タ



ー の 管 理 及 び 運 営 に 関 す る 規 則 （ 平 成 ６ 年 村 松 町

規 則 第 1 2号 ） の 規 定 に よ り な さ れ た 手 続 そ の 他 の

行 為 は 、 そ れ ぞ れ こ の 規 則 の 相 当 規 定 に よ り な さ

れ た も の と み な す 。  

附  則 （ 平 成 2 1年 1 1月 3 0日 規 則 第 3 4号 ）  

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  



 



 



 


